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【現状分析】 

   

中心市街地には観光スポットとして知名度の高い高知城やはりまや橋、市民の生活を支えてきた

歴史ある商店街や日曜市、市民の憩いの場である公園等、さまざまな地域資源が点在している。さ

らに、前計画までの事業進捗により、平成 29 年に高知城歴史博物館、平成 30 年にオーテピアが開

館し、丸ノ内緑地の再整備が令和 4年度中に完了するなど、中心市街地の拠点が形成され，新たな

人の流れが生まれることで，にぎわいが創出されつつある。また、民間分譲マンションの増加によ

る中心市街地の居住人口の増加により、観光客や周辺地域からの来街者に加えて、中心市街地の居

住者が安全・快適に過ごせる空間づくりの重要性が高まっている。 

 

【市街地の整備改善の必要性】 

前計画で目標達成が見込まれる中心市街地の居住人口を確保し、中心市街地全体の歩行者通行量

を増加させるためには、居住者と来街者が、快適にまち歩きを楽しむことができる仕組みづくりや

魅力の向上が必要である。 

本市では、城下町の歴史を引き継ぎながら、魅力と賑わいある中心市街地づくりをこれまで進め

てきた。前計画で拠点となる施設整備が一定進んだことから、施設や空間の有効活用に加え、居住

者にも来街者にとっても居心地のいい中心市街地の環境整備について引き続き取組を進めていく

こととする。 

具体的には、藤並公園の再整備（令和 5年度完了予定）、横堀公園の再整備（令和 6 年度完了予

定）、おまち多目的広場利活用事業など、前計画の未完了事業を継続する。加えて、中心市街地公

園環境美化事業や高知城の環境整備事業により、景観の維持に努めるほか、追手筋については将来

の利用者ニーズを見据えた空間の有効利用について引き続き検討を行う。 

また、歩いて暮らせるまちづくりをすすめるとともに、中心市街地を快適に回遊できる手段とし

て、気軽に利用できるシェアサイクルを新たに導入する。 

  

【フォローアップの考え方】 

フォローアップについては、毎年度末に基本計画に位置付けた取組の進捗調査を行い、事業の促

進等の改善措置を講じることとする。 

 

 

 

 

 

 
 



第4章 市街地の整備改善のための事業に関する事項 

79 

（１）法に定める特別の措置に関連する事業 

   該当無し 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

 

 

 

②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

    該当無し 

【事業名】みどり豊かなまちづくり事業 

【事業実施時期】 平成 25～令和 9年度 

【実施主体】 高知市・花いっぱい会 

【事業内容】 中心市街地内の公共空間に，地域住民等による花苗の植付けと NPO 等による維持管理 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 暮らすにも働くにも「ぼっちり」なまち 

おまちのさらなる魅力向上と賑わいの回復 

【目標指標】 中心市街地の居住人口 

中心市街地の歩行者通行量 

【活性化に資する

理由】 

中心市街地内の道路，公園、公共花壇などの公共空間に、四季折々の花苗を植付け、それらの維持・

管理を担う NPO 等の団体に対する支援や街路樹等の適宜剪定を行うことで、魅力ある市街地を形成

する。 

【支援措置名】 中心市街地活性化ソフト事業 

【支援措置実施時期】 令和 5年 4月～令和 10 年 3 月 【支援主体】 総務省 

【その他特記事項】 区域内 

【事業名】中心市街地公園環境美化事業 

【事業実施時期】 平成 25～令和 9年度 

【実施主体】 高知市 

【事業内容】 中心市街地にある都市公園の環境美化 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 
【目標】 暮らすにも働くにも「ぼっちり」なまち 

おまちのさらなる魅力向上と賑わいの回復 

【目標指標】 中心市街地の居住人口 

中心市街地の歩行者通行量 

【活性化に資する

理由】 

観光客だけでなく市民にも親しまれているからくり時計があるはりまや橋公園周辺を初めとする、

中心市街地周辺にある既存都市公園施設について、来街者が気軽に憩える空間として環境美化清掃

等や定期的な樹木剪定を行うことで、安全性の確保及び憩いの場としての魅力向上を図る。 

【支援措置名】 中心市街地活性化ソフト事業 

【支援措置実施時期】 令和 5年 4月～令和 10 年 3 月 【支援主体】 総務省 

【その他特記事項】 区域内 
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（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

 

 

【事業名】公園施設長寿命化整備事業 

【事業実施時期】 平成 25～令和 9年度 

【実施主体】 高知市 

【事業内容】 中心市街地にある都市公園の環境整備 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 暮らすにも働くにも「ぼっちり」なまち 

おまちのさらなる魅力向上と賑わいの回復 

【目標指標】 中心市街地の居住人口 

中心市街地の歩行者通行量 

【活性化に資する

理由】 

観光客だけでなく、市民にも親しまれているからくり時計があるはりまや橋公園を初めとする、中

心市街地周辺にある既存都市公園施設について、来街者が気軽に憩える空間として、機能保全や改

修等の環境整備を行うことで、安全性を確保するとともに利便性や魅力を向上させる。 

【支援措置名】 社会資本整備総合交付金（都市公園安全・安心対策事業） 

防災・安全交付金（都市公園安全・安心対策事業） 

【支援措置実施時期】 令和 5～令和 9年度 【支援主体】 国土交通省 

【その他特記事項】 区域内 

【事業名】横堀公園整備事業 

【事業実施時期】 平成 25～令和 9年度 

【実施主体】 高知市 

【事業内容】 変わりゆく周辺環境にあわせた憩いの場としての再整備の実施 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 暮らすにも働くにも「ぼっちり」なまち 

おまちのさらなる魅力向上と賑わいの回復 

【目標指標】 中心市街地の居住人口 

中心市街地の歩行者通行量 

【活性化に資する

理由】 

幕末の人物の碑を訪れる観光客や市民の憩いの場としての再整備を実施 

【支援措置名】 都市構造再編集中支援事業 

【支援措置実施時期】 令和 3年度～令和 6年度 【支援主体】 国土交通省 

【その他特記事項】  
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【事業名】藤並公園整備事業 

【事業実施時期】 平成 30～令和 5年度 

【実施主体】 高知市 

【事業内容】 高知城に隣接する藤並公園における来街者の憩いの場としての再整備の実施 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 暮らすにも働くにも「ぼっちり」なまち 

おまちのさらなる魅力向上と賑わいの回復 

【目標指標】 中心市街地の居住人口 

中心市街地の歩行者通行量 

【活性化に資する

理由】 

藤並公園周辺は、歴史、文化、教育、商業等の施設が様々あり、その立地特性を活かした活動拠点

として再整備を行い、市民や観光客等、来街者の回遊性の向上につなげる。 

【支援措置名】 都市構造再編集中支援事業 

【支援措置実施時期】 令和 2～令和 5年度 【支援主体】 国土交通省 

【その他特記事項】  

【事業名】シェアサイクル事業 

【事業実施時期】 令和 5～9年度 

【実施主体】 高知市 

【事業内容】 中心市街地を快適に回遊できるシェアサイクルの導入の検討及び実施 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 おまちのさらなる魅力向上と賑わいの回復 

【目標指標】 中心市街地の歩行者通行量 

【活性化に資する

理由】 

中心市街地内を快適に回遊できるシェアサイクル導入の検討及び実施する事業である。利用者が便

利に乗り降りできるようサイクルポートを中心市街地内随所に整備し、回遊性をさらに向上させる

ようなソフト事業（観光・商業情報発信、商店街や店舗との連携等）を行うことで、賑わいの創出

につなげるため。 

【支援措置名】 都市再生整備計画道路占用許可の特例、都市公園の占用許可の特例（活用予定） 

【支援措置実施時期】 令和 5～9年度 【支援主体】 国土交通省 

【その他特記事項】  
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（４）国の支援がないその他の事業 

 

 

 

【事業名】高知城の環境整備事業 

【事業実施時期】 平成 25～令和 9年度 

【実施主体】 高知市 

【事業内容】 高知城の魅力向上を図るための樹木剪定、案内板の更新等の実施 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 暮らすにも働くにも「ぼっちり」なまち 

おまちのさらなる魅力向上と賑わいの回復 

【目標指標】 中心市街地の居住人口 

中心市街地の歩行者通行量 

【活性化に資する

理由】 

高知城天守閣を眺望する際に支障となる高木を適宜剪定するとともに、案内板の更新等の環境整備

を行うことで、市民の誇りであり、観光客にも人気の高い高知城の魅力向上につなげるため。 

【事業名】駐輪場管理事業 

【事業実施時期】 平成 25～令和 9年度 

【実施主体】 高知市 

【事業内容】 中心市街地の駐輪場の管理・運営 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 暮らすにも働くにも「ぼっちり」なまち 

おまちのさらなる魅力向上と賑わいの回復 

【目標指標】 中心市街地の居住人口 

中心市街地の歩行者通行量 

【活性化に資する

理由】 

中心市街地に整備している無料の駐輪場を管理・運営することで、中心市街地への来街しやすさを

向上するとともに、安全・快適な歩行空間の確保や良好なまちなみ景観の形成につなげるため。 

【事業名】追手筋空間の有効利用 

【事業実施時期】 平成 30～令和 9年度 

【実施主体】 高知市 

【事業内容】 追手筋空間を有効利用できるようなリ・デザインの検討 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 暮らすにも働くにも「ぼっちり」なまち 

おまちのさらなる魅力向上と賑わいの回復 

【目標指標】 中心市街地の居住人口 

中心市街地の歩行者通行量 

【活性化に資する

理由】 

日常的に余裕のある追手筋空間を「増加するクルーズ客船からのシャトルバス待機所」、「よさこい

祭りのステージ環境の向上」に活用するなど、来街者の創出及び回遊性向上のため、リ・デザイン

し、生まれ変わらせることができないか検討するもの。 
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【事業名】駐車場利便性向上事業 

【事業実施時期】 平成 23～令和 9年度 

【実施主体】 高知市、民間事業者 

【事業内容】 買い物額に応じた駐車料金割引サービス等の実施 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 暮らすにも働くにも「ぼっちり」なまち 

おまちのさらなる魅力向上と賑わいの回復 

【目標指標】 中心市街地の居住人口 

中心市街地の歩行者通行量 

【活性化に資する

理由】 

商店街での買い物額に応じた駐車場の料金割引サービスの実施や、駐車場マップの充実等により、

車による来街者の利便性向上を図る。 

【事業名】おまち多目的広場利活用事業 

【事業実施時期】 平成 25～令和 9年度 

【実施主体】 高知市、民間事業者 

【事業内容】 オーテピアに隣接する市有地を活用した中心市街地活性化事業の実施 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 暮らすにも働くにも「ぼっちり」なまち 

おまちのさらなる魅力向上と賑わいの回復 

【目標指標】 中心市街地の居住人口 

中心市街地の歩行者通行量 

【活性化に資する

理由】 

オーテピアに隣接する市有地を多目的に市民が利用できる広場として整備し、供用開始後、市民等

の利活用の状況をみながら、将来的な活用方法について検討を行うとともに、イベント等の開催に

よる中心市街地の賑わい創出に取り組むことで、新たな中心市街地の魅力、滞留拠点などを創出し、

来街者の増加、回遊性の向上を促進する。 

【事業名】旧少年補導センター跡地活用事業 

【事業実施時期】 令和 5～令和 9年度 

【実施主体】 民間事業者 

【事業内容】 旧少年補導センター跡地における民間事業者の中心市街地活性化に資する事業実施 

活性化を実現するための位置付け及び必要性 

 

【目標】 暮らすにも働くにも「ぼっちり」なまち 

おまちのさらなる魅力向上と賑わいの回復 

【目標指標】 中心市街地の居住人口 

中心市街地の歩行者通行量 

【活性化に資する

理由】 

現在、更地になっている旧少年補導センター跡地を活用し、新たな商業・サービス・文化等の拠点

を整備することにより、新たな中心市街地の魅力、滞留拠点などを創出し、来街者の増加、回遊性

の向上を促進する。 


